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現憲法の前文を全面的に書き換えています。「二度と戦争をしない」という「不戦の決意」と「平和的

生存権」という憲法の原点が否定され、代わりに「長い歴史と固有の文化」が強調され、国民に「国土

防衛」と「家族の助け合い」を求めています。

日本国憲法（今の憲法） 自民党改憲草案

・日本国民は、再び戦争の惨禍が起こらない

　ようにすることを決意する。

・国民が主権者である。

・全世界の国民は、恐怖と欠乏から免れ、　

　平和のうちに生存する権利を有する。

・日本国民は、全力をあげてこの崇高な理　

　想と目的を達成することを誓う。

・日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象　

徴である天皇を戴く国家である。

・日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守る。

・和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形　

成する。

・活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

・良き伝統と我々の国家を子孫に継承するため、憲法を制定。

日本は、天皇を元首として戴く、「天皇中心の国」になります。

世界に誇る平和の旗印が壊され、「国防軍」ができます。日本が「戦争しない国」から「戦争す

る国」へと180度変わります。戦争は最大の生活破壊です。徴兵制も否定されていません。

天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合
の象徴であって、この地位は、主権の存す
る日本国民の総意に基づく。

天皇は日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴で

あって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国

際平和を誠実に希求し、国権の発動たる

戦争と、武力による威嚇又は武力の行使

は、国際紛争を解決する手段としては、

永久にこれを放棄する。

２．前項の目的を達するため、陸海空軍

その他の戦力は、これを保持しない。国

の交戦権は、これを認めない。

（1項は現憲法にほぼ同じ。2項以下を追加）

２．前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではな

い。

第9条の二　我が国の平和と独立並びに国及び国民の安

全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする

国防軍を保持する。

３．国防軍は、第1項に規定する任務を遂行するための

活動のほか、国際社会の平和と安全を確保するために

国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し

、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行

うことができる。

５．国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の

実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場

合の裁判を行うため、国防軍に審判所を置く。

私たち国民一人ひとりよりも国家が、個人よりも公益が、大切にされる社会になります。「個人」が「人」

に書き換えられ「個人の尊厳」があいまいになります。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、

自由及び幸福追求に対する国民の権利につい

ては、公共の福祉に反しない限り、立法その

他国政の上で最大の尊重を必要とする。

全て国民は、人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に

対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限

り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければなら

ない。

私たちが自由に発言し、表現することが国により統制されます。自由にデモに参加したり、集会

を開くこともできなくなります。公益に反すると判断された結社は作ることができません

集会、結社及び言論、出版その他一切の表

現の自由は、これを保障する。

（現憲法に2項を追加）

２．前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを

目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすること

は、認められない。

家族の助け合いが義務になり、国の責任の福祉の供与が大きく後退します。家族を持たない自由（結

婚しない自由）に社会的な圧力がかかります。

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫

婦が同等の権利を有することを基本として、相

互の協力により、維持されなければならない。

家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族

は、互いに助け合わなければならない。

2.婚姻は・・・（以下現憲法に同じ）

緊急事態条項によって首相に法律の制定や財政の支出など全権を委任することになり、私たちの自由
と権利が奪われます。ヒトラーが独裁体制を作ったのも「非常事態権限」を濫用した結果でした。

（該当する条項なし） 第98条　内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による

社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害などの緊急事態において、緊急

事態の宣言を発することができる。

第99条　緊急事態の宣言が発せられたときは、内閣は法律と同一の効力を有す

る政令を制定できるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、

地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。

憲法を変える国会の発議を、現憲法の3分の2以上から過半数にして改憲をしやすくしています。憲
法に手を縛られているはずの国会議員が自分たちの都合で憲法を勝手に変えることになりかねません。

この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2

以上の賛成で国会が発議し、国民に提案してそ

の承認を経なければならない。

この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議により、両議

院のそれぞれの総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提

案してその承認を得なければならない。

自民党改憲草案では基本的人権に関する基本精神を謳った第97条を全面削除しています。

この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の

努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来

の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

（全面削除）

憲法は本来私たち国民が政治家の手を縛るものですが、逆に憲法が国民の手を縛るものになってしまいます。

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判

官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護

する義務を負う。

（現憲法に１項を追加）

全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。

２項は「天皇および摂政」を削除し、他は同じ
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